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【特集】ワーク・ライフ・バランスとは何か―各学問分野の知見と政策課題

経済学におけるワーク・ライフ・バランス 
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　はじめに

　わが国で「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（2007 年）が制定されてから
10 年が過ぎ，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて経済学者も積極的に発言をするようになっ
ている（日本学術会議 2017）。そうした中では意外に思われるかもしれないが，今なお「ワーク・
ライフ・バランス」という言葉は経済学の専門用語とは考えられていない。たとえば，経済学の最
先端論文が多数収録されている全米経済研究所（National Bureau of Economic Research）のワー
キング・ペーパー・シリーズの検索画面で work-life balance と入力しても，1 論文もヒットしない。
あるいは，労働経済学研究の事典的役割をもつ Elsevier の Handbook of Labor Economics シリー
ズの索引を見ても，work-life balance という用語は存在しないのである。筆者のみるところでは，
その最も大きな理由は，所与の制約条件のもとで個人の効用最大化を図るという新古典派の経済理
論に「バランス」という概念がなじまない点にある。これに加えて，各種の両立支援策を評価する
際のアプローチが他分野と大きく異なる点も理由であろうと考える。このような分野間の違いにつ
いての相互理解が深まれば，領域をまたがる研究者同士の協業が容易となり，研究から得られる知
見をワーク・ライフ・バランスの実現に役立てることにもつながると期待される。
　そこで本稿では，経済学的アプローチの特徴を紹介した後，経済学分野でのワーク・ライフ・バ
ランス研究の系譜をたどり，最後に，直近の政策トピックとして 2019 年に施行される労働基準法
改正における長時間労働対策について考察する。なお，政治経済学あるいはフェミニスト経済学で
はワーク・ライフ・バランスについて多くの知見が蓄積されているが（1），本稿で経済学に言及する
際には特記せずに主として新古典派経済学を念頭に置いて論じることとする。

（1）　Waring（1988），原（2009，2016）などを参照。
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1　経済学とワーク・ライフ・バランス

　（1）　経済学的アプローチの特徴
　経済学的アプローチの際立つ特徴は，効率性と公平性の双方を重視する点にある。保育所や育児
休業制度を代表とする両立支援策の多くは，社会福祉政策と労働政策に深く関わっている。それだ
けに，社会経済的弱者のニーズに応えているか，あるいは低所得層により多くの分配がなされてい
るかという公平性の観点からの評価が優先されがちである。しかし，公平性の観点から望ましいと
される施策でも，それが人々の行動変化を通じて効率性を阻害している例は少なくない。
　たとえば認可保育所の保育料は，実際の保育に要する費用よりも大幅に低く設定されているので
低収入の母親でも保育所を利用して就労することができる。その一方で，現在の保育料が需要と供
給を一致させる均衡保育料よりも低いために保育サービスに対する超過需要が発生し，待機児童を
生んでいる（周・大石 2005）。限りある資源を有効に活用するという効率性の観点からは，保育
サービスの限界費用を上回る限界収入を稼げる親だけが保育所を利用することが望ましいという結
論が導かれる。このように，効率性と公平性はしばしばトレード・オフの関係になるが，どちらを
優先するかについて経済学は解答を与えるわけではない。それでも，両方の視点から人々の判断に
資する材料を理論面あるいは実証面で提供できることが経済学の強みであり役割であるといえよ
う。
　経済学ではまた，ある制度が他の経済主体に及ぼす影響や他の経済主体からのフィードバックを
重視する。育児休業制度に目を向けると，この制度によって以前であれば出産退職していた女性労
働者が就業を継続できるようになる一方で，制度導入を義務付けられた企業側には，女性の採用を
抑制したり，女性労働者を生産性以下の割安な賃金で雇ったりするインセンティブが生じる

（Gruber 1994；森田 2005；大石 2005）。企業に両立支援の拡充を求める声は多いが，それらの施策
が従業員の離職率低下やスキルの維持を通じて生産性の向上などの便益を企業にもたらさない限
り，企業側には導入するインセンティブが生じない。そのような状況で両立支援策を企業に義務付
けると，女性労働者の雇用や賃金が抑制される可能性がある。この例にみるように，経済フィード
バックを考慮せずに制度を設計すると，よかれと思って導入された施策が思わぬ主体間の副作用を
生むことが現実社会には多々ある。
　さらに，近年発展が著しい行動経済学的アプローチを用いて，経済合理的な行動を人々がとらな
い可能性を考慮した分析も盛んに行われている（大竹 2017）。行動経済学的アプローチによる分析
例としては「現在バイアス」という，時間についての認知の偏りの研究がある。大竹 ･ 奥平（2009）
は，子どもの頃に夏休みの宿題を先延ばしする傾向のあった人は，月 60 時間以上の残業をする確
率が高いことを明らかにした。黒川・佐々木・大竹（2017）は，ある企業の人事データと従業員
データをマッチングさせたデータセットを用い，子どもの頃に先延ばし行動をしていた人は深夜残
業をしやすいことを見出し，そうした知見に基づいて行動経済学的特性を考慮した長時間労働対策
のあり方を検討している。
　実証面に目を向けると，計量経済学的手法の発展により，経済学分野での制度評価においては内
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生性バイアスや自己選抜バイアスの除去に格段の注意が払われるようになっている（小原 2017；
山本 2015；田中 2015）。ワーク・ライフ・バランスを巡る議論では，いわゆる「見せかけの相関」
に過ぎない事象をもって政策実施の根拠とされている例も見受けられるが，経済学分野の実証分析
では，生じうるバイアスを排除して制度の効果を計測することに大きな努力が払われる傾向にある。

　（2）　経済学における「ワーク」「ライフ」「バランス」
　伝統的な労働供給モデルでは，個人は効用を最大化するように自分の持ち時間を労働と余暇に配
分すると考える。労働は不効用をもたらす半面，得られた賃金で財やサービスを購入することが可
能となり，そうした消費から個人は効用を得る。また，余暇はそれ自体が効用をもたらすものとさ
れている。したがって，経済学において「ワーク」とは，報酬を伴う労働を意味する（2）。ここで賃
金は，余暇の機会費用となる（テレビを 1 時間視聴することの金銭価値は，その時間を仕事に充て
ていたら得られたであろう賃金である）。
　つぎに，「ライフ」に目を向けると，従来の労働（labor）と余暇（leisure）の二分法では捉えら
れない多様な活動が含まれていることに気が付く。具体的には，純粋な余暇のほかに①家事・育
児・介護などの家計内生産（household production），②睡眠，スポーツ，食事，医療機関の受診
など健康投資に関わる活動（3），③学習，自己啓発などの企業外での人的資本投資，などを列挙する
ことができる。このうちワーク・ライフ・バランスとの関係で特に重要なのは家計内生産であろう。
　ノーベル経済学賞を受賞した Becker（1965）をはじめとする経済学者らは，余暇とされてきた
時間の多くが家事や育児などの家計内生産のための労働に費やされていることに着目し，持ち時間
を市場労働に費やす時間と家計内生産に費やす時間，そして純粋な余暇の 3 つに分けることを提唱
した。社会学者である Hochshield & Manchung（1989）が名付けた「第 2 の仕事（The second 
shift）」は，経済学における家計内生産のための労働に該当する。
　付言すると，家計内生産に費やす時間のうち，子どものケアに費やす時間を掃除・洗濯などの家
事とは分けて分析する研究も増加している（Connelly & Kimmel 2010）。その理由は主に 3 つある。
第 1 に，子どものケアは市場労働や家計内生産のための労働とは異なり，その行動自体から親が楽
しみや喜び（効用）を得られるという面がある。第 2 に，洗濯や掃除などの家事は週末にまとめて
するなどの集約化が可能であるのに対し，子どもをお風呂に入れたり寝かしつけたりする行為は集
約化できず，毎日行わなければならない。第 3 に，子どものケアには，子ども自身の資質の向上を
もたらすという人的資本投資としての側面がある。親は自分自身の時間や市場で調達できる財や
サービスを用いて，「質の高い子ども」を生産するのである（Becker & Lewis 1973）。
　さいごに，「バランス」の概念について考える。経済学においては時間的な等しさという意味で
の「バランス」を重視する発想はない。効用最大化の結果としてワーカホリックのように労働と余
暇への時間配分が極端にアンバランスになったとしても，後述する外部性をもたない限り，問題が
あると捉えられることはない。

（2）　このような有償労働・無償労働の捉え方についてフェミニスト経済学の立場から Waring（1988）は厳しい批
判を展開している。

（3）　睡眠も重要な健康投資として位置づけることができる（Mullahy & Robert 2010）。
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　これと関連して，生活時間配分の意思決定主体の問題がある。経済学の単一世帯モデル（unitary 
household model）では，夫婦は一つの効用関数を共有する一つの経済主体として行動すると考え
る。夫と妻それぞれの労働生産性と家事生産性に格差がある場合，家計としての効用最大化の結果
として専業主婦家庭が生まれることも十分ありうる。この場合，夫と妻の生活時間配分がどれだけ
アンバランスであろうとも，経済合理性に基づき自由に意思決定をした結果なので，政策的に「是
正」すべきだ（たとえば「法律で夫に一定時間の家事労働を義務付ける」など）というインプリ
ケーションは導かれない。この点も，個人としての生活時間配分を考えるワーク・ライフ・バラン
スの概念との間にギャップが生じる理由となっている（4）。

　（3）　外部性と政策介入
　それではなぜ，経済学者もワーク・ライフ・バランス政策について発言するのであろうか。それ
は第 1 に，ワーク・ライフ・バランスが実現しにくい背景には市場の失敗（負の外部性）があると
考えているからである。具体的には，長時間労働の外部性が問題視されている。前述したように，
経済学ではワーカホリックも合理的な選択として許容される。しかし，ワーカホリックの存在に
よって周囲の労働者の働き方に負の外部性が及べば，政策介入も正当化される。たとえば上司が
ワーカホリックであるために，部下も長時間労働をせざるを得なくなるようなケースである。職場
がこのような状況で従業員の帰宅が遅くなると，彼／彼女の家族のワーク・ライフ・バランスにも
悪影響が及ぶようになる。
　このほかにも，長時間労働による疲労が事故や災害という形で負の外部性を社会にもたらす場合
もある。そのような観点から，バスやタクシー，トラック運転手など輸送関係の職業における安全
を確保するための勤務時間規制は正当化されている。
　さらに，行動経済学の知見が明らかにしているように，現在バイアスをもつ労働者が健康を害す
るほどに働きすぎてしまう場合も，第三者の介入が正当化されうる。ホワイトカラー労働者のパネ
ル調査を使用した Kuroda & Yamamoto（2016）は，週労働時間が 50 時間を超えると労働者のメ
ンタルヘルスが顕著に悪化する一方で仕事満足度はむしろ上昇していくことを見出している。すな
わち，仕事満足度が高いとしても，それが合理的な判断に基づく最適な状態であるとは限らないこ
とが示唆される。

2　ワーク・ライフ・バランス研究の系譜

　（1）　女性労働とワーク・ライフ・バランス
　第 2 節では，経済学分野の研究においてワーク・ライフ・バランスがどのような文脈で取り上げ
られてきたかを明らかにする。
　経済学分野の研究において，ワーク・ライフ・バランスはまず，女性労働との関連で取り上げら

（4）　夫婦がそれぞれ異なる選好をもち，夫婦間の交渉力が各人の生活時間配分を決定すると考えるモデル（コレク
ティブ・モデル collective model）も提唱されており（Chiappori 1988, 1992；Blundell et al. 2007），コレクティブ・
モデルの現実妥当性を支持する実証研究も出ている。
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れてきた。女性の労働参加の増加は，第二次世界大戦後の先進諸国における最も大きな社会経済変
化の一つである（大石 2017）。1940 年のアメリカでは女性は労働力人口の 4 分の 1 を占めるに過ぎ
なかったが，1995 年には 46％を占めるようになった（Blau & Ehrenberg 2000）。日本においても，
女性就業率は 1970 年代半ば以降上昇トレンドを保ち，今日では労働力人口の 44％（2017 年）を女
性が占めている。このような変化は，主に子どもをもつ女性の労働参加によってもたらされたた
め，仕事と家庭責任の両立を巡る問題に研究関心が集まることとなった。
　経済学分野の研究では，労働市場のアウトカム指標としての雇用や賃金，失業（あるいは就業中
断）に注目し，それらの男女間格差を取り上げる傾向がある。たとえば賃金については，諸要因の
影響を除去した後でも，結婚している男性は独身男性よりも高賃金であるという「男性の結婚プレ
ミアム（marriage premium）」の存在が知られている（Korenman & Neumark 1991）。同様に，
子どものいる男性は子どものいない男性よりも高賃金であるのに対し，子どものいる女性は子ども
のいない女性よりも低賃金であることが知られており，それぞれ「父親賃金プレミアム（fatherhood 
wage premiums）」「母親賃金ペナルティ（motherhood wage penalty）」と呼ばれている（Sigle-
Rushton & Waldfogel 2007；Hodges & Budig 2010）。家庭をもつことがなぜ男性と女性とで異な
る影響を賃金にもたらすのか，その背景を追究する研究が多数行われてきた。「母親賃金ペナル
ティ」については，出産前後の就業中断の影響が示唆されるため，産前産後休業（5）や育児休業制
度，そして保育サービスの利用可能性など個別の制度が女性労働者の就業継続や賃金に及ぼす影響
についての実証研究が行われている（Klerman & Leibowitz 1999；Blau & Robins 1988；大石
2003；森田 2005；武内・大谷 2008；宇南山 2011；Asai, et al. 2015）。
　このような実証分析においては，見せかけの相関を捉えてしまうことのないように個人の異質性
を考慮することが重要となる。賃金を例にとれば，子どものいる女性といない女性のグループ間で
賃金を比較しても「母親賃金ペナルティ」を正しく把握することはできない。学歴や配偶者所得な
ど諸要因をコントロールしたうえでも，母親になる女性はもともと仕事へのアタッチメントが低い
といった観察されない性向をもっているかもしれず，その影響で低賃金になっている可能性があ
る。この問題を解決するには，個人を追跡したパネルデータを用いて，出産後に（諸要因をコント
ロールしたうえで）賃金低下がみられるかを検討しなければならない。アメリカのパネルデータを
用いた Anderson, et al.（2003）は，出産後の就業中断や転職による人的資本の低下と観察されな
い個人の異質性を合わせると「母親賃金ペナルティ」の 6 割弱を説明できるとしている。これに対
し ,「消費生活に関するパネル調査」（家計経済研究所）を用いた武内・大谷（2008）は，出産退職
をした女性には賃金ペナルティが生じているのに対し，育児休業を取得して就業継続した女性労働
者の賃金ペナルティは小さいと報告している。
　両立支援策としての保育サービス拡充の効果についても，見せかけの相関の問題が付随する。都
道府県別データを用いて母親就業率と保育所定員率の関係を図に描くと正相関があることから，保

（5）　アメリカは主要先進国の中で唯一の有給の産前産後休暇をもたない国である。1993 年に施行された Family 
and Medical Leave Act（FMLA）において初めて国レベルで 12 週間の無給の産後休業が取得できるようになっ
たが，取得するには一定の条件が付けられている。州レベルでは，より充実した産休制度を整備しているところも
ある。
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育サービスを拡充すれば母親の就業率が上昇するのではないかという期待がしばしば政策担当者か
ら表明される。しかし，一時点におけるクロスセクションの相関があっても，それぞれの都道府県
に特有の要因が母親就業率と保育所定員率の双方に影響している可能性は否定できない。そこで特
有の要因をコントロールするために都道府県別のパネルデータを使用する研究が増加している（宇
南山 2011；Asai et al. 2015；Nishitateno & Shikata 2017）。この中で Asai et al.（2015）は，都道
府県の観察されない異質性をコントロールすると，少なくとも 1990 ～ 2010 年の期間については，
保育サービスの拡充が母親就業率を有意に引き上げたとはいえないと結論している。

　（2）　少子化対策とワーク・ライフ・バランス
　つぎに，日本に特有の文脈として，少子化対策との関連でもワーク・ライフ・バランスの有効性
が議論されてきた。1990 年の「1.57 ショック」以降，「エンゼルプラン」をスタートとして日本で
はさまざまな少子化対策が講じられている（大石・守泉 2011）。そうした中で，仕事と家庭のト
レード・オフが子どもをもつことの機会費用を高め（6），出生率低下を招いているという認識が広ま
り，育児休業制度の拡充や保育サービスの量的拡充などの両立支援策が展開された。それらの施策
が出生行動に及ぼす影響に着目し，出産の有無や子ども数をアウトカム指標とする実証研究が蓄積
されている。中でも育児休業制度に関しては，職場環境に注目する研究が多い（詳細なサーベイと
して伊達・清水谷 2005；野口 2007；酒井・高畑 2011）。というのも，労働者の権利として法的に
育児休業が保障されていても，取得しにくい職場環境のもとでは出産退職しがちだからである。そ
こで企業の両立支援に対する姿勢をあらわす指標として「就業規則に育児休業制度の規程がある
か」という変数を作成し，それが従業員の就業継続や子ども数などのアウトカム指標に及ぼす影響
を把握する手法が採用されている。また，育児休業制度に加えて，短時間勤務制度や勤務時間の繰
り上げ・繰り下げ，在宅勤務制度などの多様な両立支援策の効果を計測する研究もある。これまで
の研究では，育児休業制度の規程があることや，企業における両立支援策の充実は出生に有意に正
の影響を及ぼしているとする研究が多い。ただし，出生確率をどの程度引き上げるかについては，
明示的に議論していない研究も多い（酒井・高畑 2011）。
　次々と少子化対策が展開されても出生率の低下に歯止めはかからず，2006 年には統計開始以来
最低の出生率（1.26）を記録した。2007 年にはワーク・ライフ・バランス憲章が制定されたもの
の，翌年秋に日本経済はリーマン・ショックに見舞われ，企業業績は悪化した。こうした中で両立
支援策の「パフォーマンス」に注意が向けられるようになる。すなわち，両立支援策が単に出生を
促進するだけでなく，従業員の生産性を引き上げたり，企業業績にプラスの影響を与えたりするか
どうかが問われるようになった。折しも企業の大規模長期パネルデータや，企業データと労働者
データをマッチングさせたデータベース（employer-employee matched data）が日本においても
整備されてきたため，この分野の研究が進展している（黒田・山本 2014）。
　企業の両立支援策の充実度や職場環境が従業員の出生意欲や企業業績に与える影響を実証的に把
握しようとする場合，自己選抜バイアスや内生性バイアスにどう対処するかが問題となる。たとえ

（6）　内閣府「国民生活白書」（平成 17 年）では，大卒女性労働者の出産退職の機会費用を 2 億 2,700 万円と試算し
ている。
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ば，もともと出産意欲と就業継続意欲の高い女性ほど，両立支援策の充実した企業を選んで就職し
ている可能性がある。また，両立支援策の整備が出生増をもたらすのではなく，出産意欲の高い女
性従業員が多いことが企業に両立支援策の導入を促すという逆の因果関係があるかもしれない。同
様に，両立支援策の充実が企業の業績を改善するのではなく，業績が好調な企業ほど経営に余裕が
あるので両立支援に力を入れているかもしれない。いずれの場合も，両立支援策の効果はバイアス
の存在によって過大に推定されてしまう。これを避けるために黒田・山本（2014）は，長期にわた
る大規模企業パネルデータを用いてワーク・ライフ・バランス施策の導入が企業の全要素生産性を
上昇させたかどうかを検討している。その結果，ワーク・ライフ・バランス施策の導入は一律に企
業の生産性を高めるわけではなく，中小企業などでは生産性を低下させているケースもあることを
明らかにしている。一方，野口（2007）はパネルデータを使用する代わりに傾向スコアマッチング
という統計的手法を用いてバイアスの問題に対処し，企業の両立支援策が従業員の出生確率（子ど
もがいる確率）に及ぼす影響を把握している。その結果，育児休業制度や短時間勤務制度などの施
策の影響は有意ではなく，会社による託児所利用の支援や在宅勤務制度などの施策のみが出生確率
を 10％程度有意に引き上げる効果をもっていると報告している。これについて酒井・高畑（2011）
は，託児所の設置などのように実施が容易ではなく，しかも 10％程度の効果しかもたない「高価
な制度」を推進すべきかどうかについて疑問を投げかけている。

　（3）　労働者の健康とワーク・ライフ・バランス
　ワーク・ライフ・バランスを巡る第 3 の文脈は，労働者の健康（メンタルヘルスを含む）問題で
ある。産業医学分野では長時間労働は脳血管疾患や心疾患などの疾病リスクを上昇させるととも
に，睡眠時間の減少や疲労・心身不調との関連が強いことが報告されている（岩崎 2008）。長時間
労働とメンタルヘルスの関係についても，両者の間に有意な関係を見出す研究が近年増加してきて
いる（詳細なサーベイとして黒田 2017）。
　American Time Use Survey を用いた研究では，賃金支払いを伴う労働時間の長さは睡眠時間の
最も有力な予測要因とされている（Basner et al. 2007）。つまり，長時間労働をすると生活時間が
圧縮され，睡眠時間が短くなりやすい。疫学分野では，睡眠時間が短いことが高齢期の認知症リス
クや癌のリスク，肥満になるリスクを有意に引き上げるとする研究がある（Virta, et al. 2013；
Kakizaki et al. 2008；Redline & Berger 2014）。それだけでなく，短時間睡眠は産業事故リスクと
も有意な関係にある（駒田・井上 2007）（7）。
　長時間労働が健康に与える影響をバイアスを排除して把握するには，個人を追跡したパネルデー
タによる分析が必要となる。同じ時間就労したとしても，個人間で体質やストレス耐性などの観察
されない性質は異なるので，誰もが疾病を発病するとは限らない。このため，Kuroda & Yamamoto

（2016）はパネルデータを使用して個人間の異質性をコントロールしている。そのような対処をし
た後でも，週労働時間が 50 時間を超えるとメンタルヘルスが悪化する傾向にあることを明らかに
している。

（7）　Wong & Kelloway（2016）のサーベイでは，睡眠時間が極端に短い場合と長い場合のいずれについても，産業
事故リスクが上昇するとしている。
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3　労働基準法改正とワーク・ライフ・バランス

　2018 年 6 月の国会で労働基準法改正を含む「働き方改革関連法案」が可決され，2019 年から労
働時間に上限規制が設けられることとなった。第 3 節では，上限規制を含めて長時間労働対策のあ
り方を考察する。
　日本の企業では企業内訓練による労働者のスキル蓄積が重視されるため，いわゆる日本的雇用慣
行と呼ばれる長期的な雇用関係が維持されてきた。労働者にとって長期の雇用保障は生活の安定を
もたらすという点で望ましいものの，企業側は不況期に雇用保蔵をすることを見越して平時から雇
用量を絞りがちになるので，恒常的に長時間労働が行われやすいという批判がある（八代 1997）。
さらに，日本企業の特徴として昇進する者としない者の選別時期が遅く，入社してから長期にわた
る競争を強いられることも長時間労働の要因になっているという指摘がある（脇坂 2011）。
　伝統的経済学では，競争的な労働市場においては労働者の意に沿わない長時間労働は発生しない
と考えられている。長時間労働を強いるような企業からは人材が流出するので，労働者の不満に耳
を傾けて長時間労働を見直さない限り，その企業は市場から淘汰される。つまり労働者には exit 
or voice（離脱か発言か）（Hirschman 1970）の選択があることが想定されている。しかし日本で
は転職市場は発達していないため離脱が難しい一方で，労働組合組織率の低下により発言の機会が
減少しており，長時間労働を解消するうえで第三者の役割が増しつつある状況にある。
　長時間労働を解消するための介入としては，時間外労働の割増率を引き上げる価格政策と，時間
外労働に制限を設ける数量政策の二つが考えられる。諸外国の実証研究では，時間外割増率の労働
時間に与える効果について明確な結論には至っていない（佐々木 2008）。日本における研究では，
割増率引き上げが，対象労働者の労働時間を削減する効果があるとする研究が多い（Kawaguchi 
et al. 2008；黒田・山本 2014）。問題はさまざまな形での適用除外が存在することで，そのため割
増率引き上げの実効性には疑問も呈されている（黒田 2017）。
　今回成立した労働基準法改正では，時間外労働に初めて上限規制という形の数量規制が設けられ
ることになった。しかしその内容は非常に複雑で善意の労務管理者であっても意図せずに違反して
しまうのではないかという懸念が出されている。加えて，おおむね月 100 時間，あるいは 2 ～ 6 か
月平均で 80 時間という上限は労災認定基準を参考としているに過ぎず，医学的な根拠に乏しい。
労災認定基準未満でも長時間労働が健康やメンタルヘルスを悪化させることは本稿で紹介したもの
を含めてさまざまな研究が示しているところである（馬 2009；亀坂・田村 2016）。むしろ，労働者
の健康という観点からは，努力義務とされた勤務間インターバルのほうが上限規制よりも望まし
い。これについて勤務間インターバル導入は企業における人員配置の柔軟性を失わせるという見解
もでているが，日々一定時間の休息や睡眠を確保することで，疲労やストレスによる労働者の生産
性の低下を抑えられるという，企業にとってのメリットもある（8）。さらに，固定費の大きい企業が
不況期の雇用保蔵に備えるバッファーとして平時から長時間労働を行っていることを示唆する研究

（8）　イギリスの工場労働者を対象とする Pencavel（2016）の研究では，前週に長時間労働を行うと，翌週の生産性
が低下することを明らかにしている。
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もあり（黒田・山本 2014），労使の協調のもとに人的資源管理を見直せば，企業経営の柔軟性を損
なうことなく勤務間インターバルを導入できる可能性がある。ワーク・ライフ・バランスの実現に
は，労働者だけでなく企業の取り組みが不可欠であるが，それぞれの主体が直面する制約やインセ
ンティブを解き明かしていく経済学のアプローチが貢献できるところは少なくないと思われる。
 （おおいし・あきこ　千葉大学大学院社会科学研究院教授）　
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